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１．新年のご挨拶



①公定価格における定員超過減算の経過措置
　定員超過減算については、令和7年度より変更されていますが、一部経過措置が
ありました。しかし、これも令和８年度から実施されますので、定員の超過につ
いて、注意が必要となります。

『※ ただし、過去３年間に待機児童がいた地方公共団体は１年間を経過措置期間
とし、令和８年度から実施する。』部分が令和７年度末で終了します。

経過措置が令和７年度末で終了する事項

２．令和７年度末で終了する経過措置について



２．令和７年度末で終了する経過措置について

②処遇改善等加算の一本化に伴う経過措置
　１）区分１（基礎分）キャリアパス要件
　　　※令和８年度からはキャリアパス要件を満たしていないと区分１が支給されません。

　２）区分３の研修要件について
　　　令和７年度は経過措置として、対象者の研修時間数によって判断されませ
　　　んでしたが、令和８年度からはすべて、適用となります。
　　　特に、区分３の加算対象者については、今年度までは各施設の該当人数分
　　　（基準人員×1/3(1/5)）が支給されましたが、令和８年度からは『基準人員
　　　×1/3(1/5)を上限とした、研修時間を充当している該当人数分』となりま
　　　すので、原則として、キャリアアップ研修会の時間数を充当していない職
　　　員分は支給されなくなります。
　　　　ただし、研修受講見込者（年度内に受講時間数を取得することが条件）
　　　として数に含めることもできます。また、該当職員の研修時間数が足りな
　　　い場合には、園長、副園長などの研修修了時間で充当させることができま
　　　すので、ご準備・対策をいただきますようお願いいたします。



３．令和７年度補正予算案の概要（抜粋）

◆令和7年度人事院勧告について
　公定価格に含まれる人件費は、国家公務員の給与改定（人事院勧告）に基づき
見直されるのが通例で、この改定分を「人勧分」と呼んでいます。
　令和7年度の人勧分は 5.3％の増額。
　金額にすると、保育士の平均賃金32万9千円を基に機械的に計算した場合、1人
当たり年間約20万円の改善となる見通しです。

◆処遇改善等加算の一本化と実務への影響
　令和7年度からは、公定価格における処遇改善等加算の一本化が行われました。
　ただし、実績報告書の作成にあたっては、この一本化後の処遇改善に加え、
「人勧分」も含めて配分額を整理する必要があります。
　そのため、職員への配分額の決定と、新たな書式での実績報告も重なり、例年
よりも事務作業に時間を要することが予想されますので、早く取り掛かっていた
だきますようお願いいたします。
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児童福祉法
第十八条の二十の四　国は、次に掲げる者について、その氏名、保育士の登録の取消しの事由、行つた児
童生徒性暴力等に関する情報その他の内閣総理大臣が定める事項に係るデータベースを整備するものとす
る。
一　児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者
二　前号に掲げる者以外の者であつて、保育士の登録を取り消されたもののうち、保育士の登録を受けた
日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたと判明した者
②　都道府県知事は、保育士が児童生徒性暴力等を行つたことによりその登録を取り消したとき、又は保
育士の登録を取り消された者（児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者を除
く。）の保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に該当していたことが判明したときは、前
項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。
③　保育士を任命し、又は雇用する者は、保育士を任命し、又は雇用しようとするときは、第一項のデー
タベース（国家戦略特別区域法第十二条の五第八項において準用する第一項のデータベースを含む。）を活
用するものとする。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和三年法律第五十七号）
（任命権者等の責務）
第七条　教育職員等を任命し、又は雇用する者は、基本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇用
しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。
２　公立学校（地方公共団体が設置する学校をいう。次項において同じ。）の教育職員等の任命権者は、基
本理念にのっとり、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する適正かつ厳格な懲戒処分の実施の徹底を
図るものとする。
３　公立学校以外の学校の教育職員等を雇用する者は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等をした教
育職員等に対し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講ずるものと
する。
（学校の設置者の責務）
第八条　学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校における教育職員等による児童生徒性
暴力等の防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
（学校の責務）
第九条　学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、学校全体で教育職員等による児童生
徒性暴力等の防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒等が教育職員等による
児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

ご確認ください！！
　以下の法律の制定により、事業者は入職させる職員の免許・資
格の確認について、データベースを活用することが義務化されて
います。認定こども園においては、幼稚園教諭免許及び保育士資
格の取消などが行われていないかの両方の確認を行うことが必要
になっています。

採用時の対応をお忘れにならないよう、お願いいたします。

７．幼稚園教員免許・保育士資格の確認について



～開催中のオンデマンド研修～

「気になる子の保育
『伝わる言葉』『伝わらない言葉』」

受講期間：2026/2/3まで（120分）
会　　員：5,000円／非会員：8,000円
講　　師：守 巧 氏（こども教育宝仙大学 教授）

「気になる子の保護者支援」
受講期間：2026/4/7まで（120分）
会　　員：5,000円／非会員：8,000円
講　　師：木曽 陽子 氏
     　　  （大阪公立大学 准教授）

「気になる子が過ごしやすくなる
保育の環境構成」

受講期間：2026/2/3まで（120分）
会　　員：5,000円／非会員：8,000円
講　　師：守 巧 氏（こども教育宝仙大学 教授）

「こどもまんなか福祉論」（マネジメント）
受講期間：2026/3/4まで（120分）
会員：5,000円／非会員：8,000円
講師：新沼 英明 氏（桜花学園大学 教授）

「外国につながる子どもの保育とクラスづくり」
受講期間：2026/4/22まで（120分）
会員：5,000円／非会員：8,000円
講師：内田 千春 氏（東洋大学 教授）

「わかりやすい保育現場の感染症対策」
受講期間：2027/7/3まで（120分）
会　　員：5,000円／非会員：8,000円
講　　師：森内 治幸 氏（長崎大学大学院 教授）
　　　　　並木 由美江 氏（聖学院大学 非常勤講師・一般社団法人 全国保育園
 　　　　　　　　　　　　 保健師看護師連絡会 理事・看護師）

受講期間：2027/7/3まで（180分）



「ユニークな子どもたちの支援」
受講期間：2026/7/7まで（120分）
会　　員：5,000円／非会員：8,000円
講　　師：佐々木 康栄 氏（よこはま発達グループ 公認心理師）

「対人援助職のための職場マネジメント」
受講期間：2026/10/21まで（120分）
会員：5,000円／非会員：8,000円
講師：大村 美樹子 氏（株式会社アイビー・リレーションズ代表取締役

／公認心理士）

「発達凸凹キッズがぐんと成長する園生活での
Good！なサポート」

受講期間：2026/12/2まで（120分）
会員：5,000円／非会員：8,000円
講師：石川 道子 氏（小児科医）／三輪 桃子 氏（言語聴覚士・保育士）

「だれでも防災
　～かんぺきな防災より続けられる防災を～」

受講期間：2026/12/31まで（120分）
会員：5,000円／非会員：8,000円
講師：鍵屋 一 氏（跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 教授）
　　　吉田 穂波 氏（神奈川県立保健福祉大学大学院 教授）

研修会の詳細・受講は→→→

「知らなかったじゃすまされない　ハラスメント
を予防・解決する保育の職場づくり」
受講期間：2027/1/7まで（120分）
会員：5,000円／非会員：8,000円
講師：関山 浩司 氏（社会保険労務士・保育士）

受講期間：2026/10/24まで（120分）

受講期間：2027/1/6まで（150分）

受講期間：2026/12/31まで（150分）



あとがき

全国認定こども園協会事務局です。
本年も全国認定こども園協会をどうぞよろしくお願いいたします。

　令和7年度補正予算、および令和8年度予算において、認定こども園を取り巻く
環境には大きな変化が訪れています。特に令和8年度については、**「公定価格
の減算項目」**に注目された方も多いのではないでしょうか。

1. 「必須事項」の徹底管理について（令和8年度予算）
　令和8年度より、以下の事項が未実施・未登録の場合、公定価格の減額が行われ
るようになります。

安全計画の作成
「ここdeサーチ」への最新情報の登録

これらは監査での確認事項であると同時に、本来「必須」とされている事項で
す。今後は「指摘」にとどまらず、**直接的な財務リスク（減額）**に直結する
可能性があります。改めて法人内・園内の実施状況をご確認ください。

2. 処遇改善等加算の一本化と経過措置の終了
　令和8年度より、処遇改善等加算の経過措置がすべて終了します。

キャリアパス要件の確認：キャリアパス要件が未実施の場合、「区分１」が
支給されなくなりますのでご確認をお願いします。
研修時間数の確認（3月31日まで）： 前年度までの取得が条件となります。
不足している場合は、当協会及び研修研究機構のオンデマンド研修等を活用
し、必ず期限までに受講を完了させてください。次年度内に受講を完了する
ことはできるようであれば、見込者としてもカウントすることも可能です。

※認定こども園では「幼稚園教諭等（1号）」と「保育士等（2・3号）」両方の
キャリアアップ研修が使用可能です。自治体側が誤解しているケースもあるた
め、十分にご確認ください。

月額給与での支給ルール： 「区分2および3」については100％支給し、その
合計額の50％以上を月額給与（手当等）で支払うルールがあります。3月上旬
には確定金額を自治体へ示し、不足がないか再確認をお願いします。

3. 自法人以外の機関との連携強化
　令和8年度予算では、**『障害児保育の充実のための専門職の活用等』**に見
られるように、自施設完結ではなく「外部との連携」が加算要件となるケースが
増えています。

児童発達支援事業者との情報共有
児童発達支援センター等とのインクルージョン推進

　自治体や近隣施設への働きかけが、加算取得の鍵となります。



4. こども性暴力防止法（日本版DBS）への対応
　「こども性暴力防止法」のガイドライン（約341ページ）が発出されました。
施行日は2026年12月26日ですが、それまでに以下の準備が必要です。
就業規則等の変更： ひな形を参考に、就業規則、内定通知書、履歴書等の差し替
えを行ってください。
・研修の実施： 当協会でも年度内に研修会を開催予定です。
また、保育士資格・幼稚園教諭免許のデータベース照会も必須化されています。
アカウント登録やアクセス方法に不安がある場合は、早急に所管自治体へご確認
ください。

5. こども誰でも通園制度（2026年度本格実施）
　2026年度から全国実施される本制度について、FAQ158に重要と思われる記述
がありましたので紹介します。

「誰通（一般型）」の中で「一時預かり事業（余裕活用型）」を行うことは可
能ですが、その逆はできません。

「認定こども園設立時の子育て支援事業の条件があるからできない」と思い込ま
ず、このFAQをベースに所管自治体と改めて協議してみてください。
　また、その他のFAQの内容についてもご確認をお願いします。

　今後とも、一斉メール等を通じて迅速な情報提供と通知文の解説を行ってまい
ります。 運営上の疑問や困りごとがございましたら、現場目線で共に考える「全
国認定こども園協会」までお気軽にお問い合わせください。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。



近々の研修会のご案内

是非ともご参加ください！！！！


